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踏切の現状① ： 踏切道数・踏切事故件数等の推移

・法施行後50年間で 踏切数は半減：7 1万→3 4万 1種化率：5%→90％ 事故件数：約1/16・法施行後50年間で、踏切数は半減：7.1万→3.4万、1種化率：5%→90％、事故件数：約1/16
・近年は横ばい状態で推移

■踏切種別

第1種： 警報機と遮断機が設置されている踏切

第2種： 1日のうち一定時間だけ遮断機操作している踏切第2種： 1日のうち 定時間だけ遮断機操作している踏切
（現在は存在しない）

第3種： 警報機のみ設置されている踏切（遮断機なし）

第4種： 警報機も遮断機も設置されていない踏切

2S36 （1961）踏切道改良促進法施行
年度

出典：鉄軌道輸送の安全にかかわる情報（国土交通省）



踏切の現状② ： 踏切事故の件数及び死傷者数の推移

・過去30年間で、事故件数（1,108件→331件）、負傷者（431人→93人）、死亡者（278人→119人）過去30年間で、事故件数（1,108件 331件）、負傷者（431人 93人）、死亡者（278人 119人）
・最近はやや下げ止まり感

3
出典：鉄軌道輸送の安全にかかわる情報（国土交通省）



東京23区の踏切箇所数は 海外の主要都市に比較して非常に多く パリの約４０倍

踏切の現状③ ： 海外主要都市との踏切数の比較

東京23区の踏切箇所数は、海外の主要都市に比較して非常に多く、パリの約４０倍

【東京23区とパリの踏切数の比較】

東京23区 パリ周辺

【東京23区と海外の主要都市との踏切数の比較 （H22現在）】

東京23区 ニューヨーク ロンドン ベルリン パリ ソウル東京 区 ク ンドン ルリン リ ソウル

668 109 12 46 17 16

4出典：国土交通省調べ



踏切の現状④ ： 道路に関する世論調査（H24.10）より

問２ あなたは，道路の安全性向上のためには，道路整備の面からどのような対策が必要だと思
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23.8

42

19.4 
20.2 

立体交差化するなど踏切を改良する

歩道の設置や幅を拡げる 車両と歩行者を分離するためのガ ドレ ル 42

45.1

46.8 

35.9 

47.9 
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自転車通行空間や駐輪場を整備する
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大都市（東京都区部、政令市）

平成２４年１０月世論調査(N=1866人,
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わからない・その他

平成２４年１０月世論調査(N 1866人, 
M.T.=175.8%)
平成１８年７月調査（N=1801
人,M.T.=198.9%）

※平成18年7月調査ではこのほかに、「事故や

障害物の情報をドライバーに伝える機器を整備
する」があった。



踏切対策について① 国としての踏切対策の歴史

「狭小踏切対策
時 期

踏切道改良
促進法

・交通対策本部
・中央交通安全対策会議

通 達 地方での調整の場
「狭小踏切対策で
は統廃合不要」の

記述

S35.12 交通対策本部の設置[閣議決定]
（メンバ 各省の事務次官）（メンバー：各省の事務次官）

S36.11 公布・施行

S41 改正・5年延長

踏切事故防止対策の強化に 踏切事故防止対 踏切道改善促進協議S42 踏切事故防止対策の強化につ
いて （交通対策本部決定）

踏切事故防止対
策の強化につい
て

踏切道改善促進協議
会（都道府県）の設置

S45
中央交通安全対策会議
（メンバー：各省大臣）の設置

※交通安全対策基本法成立※交通安全対策基本法成立

S46、S51、
S56、S61、
H 3、H 8

改正・5年延長
第1次～第6次

踏切事故防止総合対策
（交通対策本部決定）

H 8 踏切道の拡幅に
係る指針（当初）

踏切道調整連絡会議
（ブロック単位）の設
置

△
（当面の措置として）

改正・5年延長 第7次 踏切事故防止総合対策
（交通対策本部決定）

○

H13
（交通対策本部決定）

踏切道の拡幅に
係る指針（現行）

踏切道調整連絡会議
分科会（都道府県）の
設置

○

第8次 交通安全基本計画

6
H18 改正・5年延長

第8次 交通安全基本計画
（中央交通安全対策会議決定）
※踏切事故防止総合対策と統合

○

H23 改正・5年延長 第9次 交通安全基本計画 ○



踏切対策について② ： 踏切対策の位置づけの変化

国土交通白書（H13版）
第1章 都市再生の推進 ＞ 1．都市交通基盤整備 ＞ (6) ボトルネック踏切の改良による都市交通の円滑化

交通渋滞など都市活動に著しい支障をきたしているボトルネック踏切(注)の改良については、これまで｢踏切
道改良促進法｣等に基づき踏切道の立体交差化等を積極的に進めてきた。しかし、ボトルネック踏切はいまだ
に全国に約1,000ケ所存在し、特に東京都など大都市における交通の遮断は著しい状況となっている。

-----------------------------------------------------------------------------
（注） ピーク時の遮断時間が40分以上、または、踏切交通遮断量（1日交通量×踏切遮断時間）が5万台時／日以上の踏切。

H17.3.15 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅踏切事故 発生 ・・・ 「開かずの踏切」が社会問題として注目

国土交通白書（H18版）
第2節 地域再生・都市再生を支える施策の推進 ＞ 3. ハード・ソフトの基盤整備 ＞ (5) 踏切道の改良推進

踏切道における事故防止と交通の円滑化を図るため 踏切道の立体交差化等を積極的に進めてきた しか踏切道における事故防止と交通の円滑化を図るため、踏切道の立体交差化等を積極的に進めてきた。しか

し、大都市圏を中心とした「開かずの踏切」(注)等は、踏切事故、地域分断及び慢性的な交通渋滞の原因とな
り、魅力的で快適なまちづくりを行う上で大きな課題となっている。こうした状況の中、道路管理者及び鉄道
事業者の協力の下、全国の踏切を対象に踏切交通実態総点検を実施しており、早期に点検する必要性が高かっ
た約2 600箇所について先行的に実施した結果 「開かずの踏切 等の緊急対策踏切約1 800箇所を抽出し そた約2,600箇所について先行的に実施した結果、「開かずの踏切」等の緊急対策踏切約1,800箇所を抽出し、そ
の結果に基づき速効対策約1,100箇所及び抜本対策約1,400箇所を検討すべき踏切として抽出した。

今後は、この結果を踏まえ、道路管理者及び鉄道事業者により策定された整備計画により、連続立体交差事
業等の「抜本対策」と歩道拡幅、賢い踏切の導入等の「速効対策」の両輪により、総合的な踏切対策を着実に
進める
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進める。

--------------------------------------------------------------------------------
（注）ピーク時の遮断時間が40分／時以上の踏切



踏切対策について③ ： 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅踏切事故

【H17.3.16 東京新聞】

【H17.3.16 毎日新聞】
伊勢崎第37号踏切 （東武鉄道伊勢崎線 竹ノ塚駅南側の踏切）

・道路名： 区道 足立２号線（赤山街道）
・踏切道幅員： 14ｍ（２車線、車道9ｍ、歩道2.5ｍ×２）、 取付道との幅員差なし

8

・踏切長：36ｍ
・日当たり交通量： 自動車 約4,000台、軽車両：約6,000台、歩行者交通量：約1,300人
・ピーク時間の遮断時間： 57分／時
・踏切交通遮断量： 約64,000台時／日



踏切対策について④ ： 緊急対策踏切の公表（H19.4.20）

全国の全踏切（約３万６千箇所）

緊急に対策の検討が必要な踏切の抽出（１，９６０箇所）

踏切交通実態総点検結果
H19.4.20公表

速効対策
１，２３４ ３３２

開かずの踏切開かずの踏切
５８９５８９ 抜本対策

１，４２８ 【 目標 】【 目標 】

５３２ ７２６

４

２０

２３３

１１３ 自動車と歩行者の自動車と歩行者の歩道が狭隘な踏切歩道が狭隘な踏切

平成１８年度からは
２倍を上回る除却
ペースを目標にス
ピードアップ

平成２２年度まで
に全て対策を実施

１１３ 自動車と歩行者の自動車と歩行者の
ボトルネックボトルネック踏切踏切

８３９８３９
（開かずの踏切との重複除く）（開かずの踏切との重複除く）

歩道が狭隘な踏切歩道が狭隘な踏切
６４５６４５

（開かずの踏切との重複除く）（開かずの踏切との重複除く）

○開かずの踏切 ピ ク時間の遮断時間が40分／時以上の踏切○開かずの踏切： ピーク時間の遮断時間が40分／時以上の踏切

○自動車と歩行者のボトルネック踏切： 自動車と歩行者の交通量が多く、
渋滞や歩行者の滞留が多く発生している踏切
自動車ボトルネック踏切と歩行者ボトルネック踏切からなる

自動車ボトルネ ク踏切

○歩道が狭隘な踏切： 前後の道路に比べ歩道が狭い、もしくは
前後の道路に歩道があるのに歩道がない踏切のうち、
1）以下の全ての基準に適合する踏切

前後道路の車道部幅員が5 5 以上 ・自動車ボトルネック踏切：
一日の踏切自動車交通遮断量（＊１）が５万以上の踏切

・歩行者ボトルネック踏切：
一日あたりの踏切自動車交通遮断量と踏切歩行者等交通遮断量（＊２）
の和が５万以上かつ一日あたりの踏切歩行者等交通遮断量が２万以上
になる踏切

・前後道路の車道部幅員が5.5m以上
・前後の歩道に比べ、歩道が1.0m以上狭い踏切
・1日自動車交通量が1,000台（通学路では500台）以上

（１日当たりの歩行者交通量が500人を超える場合は不問）
・1日歩行者交通量が100人（通学路では40人）以上

2）上記の基準のうち1つ以上で基準を大幅に上回るなど 緊急的

9

になる踏切
＊１） 踏切自動車交通遮断量

＝ 自動車交通量 × 踏切遮断時間
＊２） 踏切歩行者等交通遮断量

＝ 歩行者および自転車の交通量 × 踏切遮断時間

2）上記の基準のうち1つ以上で基準を大幅に上回るなど、緊急的
な対策が必要な箇所（上記の「歩道」には路肩を歩道見なしとし
て（いわゆる「歩行帯」）も含んでいる。



踏切対策について⑤ ： 「抜本対策」 と 「速効対策」

立体交差抜本対策抜本対策 連続立体交差

踏切道対策 廃止（統廃合）

立体交差抜本対策抜本対策 連続立体交差

単独立体交差

速効対策速効対策

歩行者等立体横断施設整備

構造改良（拡幅等）

その他（交通の転換 交通規制等）

保安設備整備（賢い踏切）

歩行者等立体横断施設整備

◆ 抜本対策

その他（交通の転換、交通規制等）

連続立体交差化など、踏切自体を除却することにより、
踏切問題を抜本的に解消する対策

◆ 速効対策
踏切の歩道拡幅、立体横断施設の整備、遮断時間の
短縮を図る賢い踏切の導入など効果が早期に発現する

速効対策も２つの側面：
①立体化が計画されている踏切

→ 「暫定的な措置」
②立体化が計画されていない踏切

10

踏切交通の円滑化、安全性の向上を図る対策 ②立体化が計画されていない踏切
→ 「恒久的な措置」



今後の踏切対策① ： 踏切道改良促進法の改正（H23.3）

 昭和36年に制定・施行
された踏切道改良促進法

 5年の時限立法で、これ
まで10回の改正（単純延長
含む）経ている含む）経ている

 実際の法指定にあたっ
ては、事前に道路管理者と
鉄道事業者で調整（実効性鉄道事業者で調整（実効性
の担保）
・・・踏切道調整連絡会議

11出典：国土交通省資料



今後の踏切対策② ： 踏切道改良促進法 手続きの流れ

踏切道調整連絡会議 ・・・ 改良を行うべき踏切について調整（地整単位）

地方整備局 地方運輸局 管区警察局

指
定
箇 地方整備局 地方運輸局

道路管理者 鉄道事業者

管区警察局箇
所
の
抽
出

国土交通省

出

警察庁
国土交通省

（省令で定める基準に該当する踏切道のうち、H23年度以降の
5ヵ年間において改良すべき踏切を、改良方法を定めて指定 ）

法
指
定

通知 通知

道路管理者 鉄道事業者

告示
通知 通知

改
両者で協議して計画策定
（ 国土交通大臣へ提出 ）

５年以内に事業実施する
のであれば計画策定は
任意

改
良
の
実
施

事 業 実 施

施

出典：国土交通省資料 12



今後の踏切対策③ ： 都道府県別の対応方針

（事例） 東京都「踏切対策基本方針」（H16 6）

 東京都内には約1,200箇所の踏切が残存 （H16の策定当時）

 踏切事故発生の危険性や交通渋滞の発生による走行時間の増大など様々な
問題が発生

（事例） 東京都「踏切対策基本方針」（H16.6）

問題が発生

 首都東京の安全安心なまちづくりを進め、国際都市としてふさわしい環境の向
上を図るため、踏切問題の早期解消が必要

 そこで重点的かつ計画的に多様な踏切対策を進めるため、平成16年6月、「踏
切対策基本方針」を策定切対策基本方針」を策定

13出典： 東京都「踏切対策基本方針」（H16.6）より



今後の踏切対策④ ： 通学路対策との連携

• 通学路における通学児童等の事故（H24.4 京都など）を契機に、全国で緊急の通学路点検を実施

• 今後、通学路の安全確保に向けた対策を国としても重点的に支援する予定

通学路上にある歩道狭隘踏切の解消に向けた取組みと支援強化を図る

（道路事業における社会資本整備総合交付金の重点配分の例）

14出典：国土交通省「平成25年度 道路関係予算概算要求」より抜粋



踏切対策における課題 ： 鉄道事業者との関係

「交差要綱」 と 「拡幅指針」「交差要綱」 と 「拡幅指針」
・・・踏切対策を行う上での道路側と鉄道側との共通の取り決め事項

道路と鉄道の交差に関する協議等に係る要綱 及び 細目要綱（H15.3.20）路 鉄 関す 議 要 要

 道路と鉄道との交差（S27制定の道路法・第31条）について、S31の建国協定（建設省－国鉄）を随時更
新してきたもの。

 JR協議に基本的に適用。民鉄については参考運用。

 道路と鉄道との交差に関する費用負担の考え方（＝ 計画者負担と受益分負担）。

 踏切道の土地の相互無償使用。

 踏切道の管理（＝ 踏切施設は鉄道事業者の費用負担で管理）を規定。 など

踏切道の拡幅に係る指針 及び 取扱い（H13.10.1）

注） 連続立体交差事業については、別途要綱がある。

 旧交差要綱（S63建設省－運輸省の協定）ではルールが明確になっていなかった踏切拡幅の際の協議
について基本的な考え方を取り決めた指針（H8に通知）を更新したもの。

 JR・民鉄の両方に適用。J 民鉄の両方に適用。

 踏切道を拡幅するに当たっては、近隣の踏切道の統廃合に努めること。

 ただし、歩道が無いか歩道が狭小な踏切道を拡幅する際には、緊急性を考慮して、踏切道の統廃合を
行わずに拡幅を実施可能とする。
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行わずに拡幅を実施可能とする。

 踏切道の拡幅に当たっては鉄道の安全性、維持管理の簡便性に配慮（＝連接軌道の導入）

 踏切道に関する連絡・調整（＝ 踏切道調整連絡会議の設置と運用）を規定 など


